
 

株式会社エスイージー有休取得推進計画 

 

社員のワークライフバランスを充実させ、その能力を職務においてもいかんなく発揮し、

仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定

する。 

 

１．計画期間 2023年 10月 1日 ～ 2026年 9月 30日までの 3年間 

２．内容 

 

 

 

 

＜施策＞ 

① 従業員に対し、定期的に有給休暇取得推進にかかる文書を配布いたします。 

目標１：全従業員を対象とし、有給休暇取得率 70％超の達成を目標とします。 

    ※有給休暇取得率＝有給休暇取得日数÷有給休暇付与日数 


